
・子どもは生まれながらに固有の権利を持ち、個人として尊重される
・子どもは大人とともに社会をつくるパートナーとして、あらゆる場所で子どもの
意見の尊重や社会参画が促進される必要がある

・子どもは今を生きるとともに、次代の社会を担う大いなる可能性を持つ存在とし
て、多様な経験を積み重ねることができ、必要な支援を受けることができる

（仮称）滋賀県子ども基本条例 検討報告書（概要版）

制定の趣旨 ・いじめや虐待、貧困、ヤングケアラーの問題など、子どもを取り巻く状況は深刻

・障害や外国につながりをもつ子どもなど支援が必要な子どもは様々

・保護者の子育ての負担感や孤立感による子どもを育てることに対する不安等も増加

・子どもの権利条約の精神にのっとり、子どもの権利を保障し、全ての子ども施策が、子どもの権利を守る観点に基づき実施されなければならない。
・県はもとより、市町、保護者、学校等、事業主、県民等の多様な主体が相互に連携および協力し、社会全体で子どもを支える取組を推進。

・子どもの権利を守る

・全ての子どもが心身共に健やかに安心して成長することができる社会の実現に資するよう、基本理念を明示し、それを実現するための関係者の役割や推進体制等を規定

・子どもを権利を有する個人として尊重

・子どもの権利条約 ４原則

・差別の禁止 ・生命、生存および発達に対する権利

・子どもの意見の尊重 ・子どもの最善の利益

・関係者相互の連携および協力

・全ての子ども施策は、子どもの権利を守る観点に基づ

き実施し、子どもの年齢および一人ひとりの発達の段

階に応じた切れ目のない支援を行う

基本理念

県…子どもの権利が守られる社会づくりの推進、子ど

もや保護者、支援者等を孤立させない体制づくり、

子ども施策の策定実施、市町等を含む関係者への

必要な助言・支援

保護者…子どもが健やかに安心して成長できる環境を

整え、子どもを健やかに育む

学校等…子どもの発達段階に応じて個性の発見とよさ

や可能性の伸長、能力の発達を図る。意見表

明の環境整備。社会参画の促進。安心して楽

しく通える魅力ある環境づくり。

事業主…児童等が雇用される場合の健康および福祉へ

の特段の配慮。子どもに関わる大人の職場環

境を含め、子どもの成長を支える社会の実現。

県民…子どもの権利の理解と尊重、子どもの成長を支

える地域社会の実現

関
係
者
の
役
割
等

・子どもの意見が聴かれ、反映される社会づくりの推進
（子どもが安心して意見を言える居場所）

・子ども施策の策定、実施、評価にあたっては子どもの意
見を反映

≪意見聴取にあたり配慮する事項≫

・十分かつわかりやすい情報 ・任意である

・意見が尊重される ・子どもの生活に関連
・意見を表明しやすい環境の整備、必要に応じて代弁
・均等な機会の提供 ・効果的な参加の準備
・目的に応じた匿名性の確保 ・聴取した意見への応答

・アドボケイターの育成の促進に取り組む

子どもの意見の聴取・反映

・子どもの権利や子ども施

策に関する子ども・県民の

理解と関心を深め、社会全

体で子どもの権利の尊重に

取り組む機運醸成

・子どもとってわかりやす

い情報提供

広報、普及啓発、機運醸成

子どもをいじめや差別等の権利侵害から守るための第三者的機関『（仮
称）滋賀県子どもの権利委員会』（附属機関）の設置

①権利侵害の解決に向けた個別救済

②子どもの声を踏まえた制度提案

③県と連携した子どもの権利等の周知啓発

（仮称）滋賀県子どもの権利委員会の設置

子どもが家庭、学校、地域等において

自身に関わることについて自由に意見

を表明できるとともに、自発的に活動

し、社会の一員として社会参画が促進

されるよう、必要な環境を整備

子どもの社会参画の促進

基本理念を実現するための具体的な施策の方針や内容を

定める

・子どもへの支援に関すること

・子どもの権利についての理解・認識に関すること

・保護者や支援者に対する支援に関すること

・家庭による場合と同様の養育環境の確保に関すること

・関係者の役割や支援体制に関すること

・基本理念の実現に必要な体制や財政措置に関すること

・その他基本理念の実現に関すること

基本理念を実現するための基本計画

・条例の運用や計画の策定・実施状況についてのチェック機能

子ども若者審議会

目的

子どもの権利が守られる社会づくりの推進

機能

○○がつらい
子
ど
も
の

権
利
委
員
会

新設

・調査/調整活動による
解決

・知事への勧告、要請

傾聴等の対応

他機関へ引継

救済申出電
話
等

相
談
窓
口

既存

・私たち（子どもと大人）は、一人ひとりが人生の主役であり、かけがえのない存在であることを自覚する。
・私たちは、子どもの権利について知り、学び、行動する。 大人は子どもにわかりやすく権利を伝えるとともに、子どもの声に耳を傾け、適切に応答する。

≪私たちの誓い≫

教 育 ・ 子 ど も 若 者 常 任 委 員 会 資 料 3 － ２
令 和 ６ 年 （ 2 0 2 4 年 ） ７ 月 ８ 日
子 ど も 若 者部子 ど も 若者政策 ・ 私 学振興課


